
一
頁

政
令
第
三
十
二
号

地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
附
則
第
十
二
条
の
二
の
七
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ

の
政
令
を
制
定
す
る
。

地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
十
条
の
二
の
二
第
八
項
中
「
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第

十
一
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三

日
本
国
の
自
衛
隊
と
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
の
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
物
品
又
は
役
務
の
相
互
の
提
供
に
関
す
る
日
本
国
政

府
と
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
政
府
と
の
間
の
協
定

四

日
本
国
の
自
衛
隊
と
カ
ナ
ダ
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
物
品
又
は
役
務
の
相
互
の
提
供
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
カ
ナ
ダ

政
府
と
の
間
の
協
定

附
則
第
十
二
条
の
四
第
四
項
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
及
び
第
五
項
中
「
平
成
三
十
一
年
度
又
は
平
成
三
十
二
年
度
」
を
「
令

和
元
年
度
又
は
令
和
二
年
度
」
に
改
め
る
。



二
頁

附
則
第
十
五
条
第
二
項
中
「
平
成
三
十
二
年
度
」
を
「
令
和
二
年
度
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
平
成
三
十
一
年
度
に
係

る
」
を
「
令
和
元
年
度
に
係
る
」
に
、
「
平
成
三
十
一
年
度
一
般
農
地
等
」
を
「
令
和
元
年
度
一
般
農
地
等
」
に
、
「
で
平
成

三
十
二
年
度
」
を
「
で
令
和
二
年
度
」
に
、
「
平
成
三
十
二
年
度
一
般
農
地
等
」
を
「
令
和
二
年
度
一
般
農
地
等
」
に
、
「
平

成
三
十
一
年
度
分
」
を
「
令
和
元
年
度
分
」
に
、
「
平
成
三
十
二
年
度
分
」
を
「
令
和
二
年
度
分
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

「
平
成
三
十
二
年
度
」
を
「
令
和
二
年
度
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
平
成
三
十
一
年
度
」
を
「
令
和
元
年
度
」
に
改
め
、

同
条
第
五
項
中
「
平
成
三
十
二
年
度
」
を
「
令
和
二
年
度
」
に
、
「
準
用
」
を
「
準
用
し
、
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
十
三
条
第
四
項
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
及
び
第
五
項
中
「
平
成
三
十
三
年
度
」
を
「
令
和
三
年
度
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
日
本
国
の
自
衛
隊
と
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
の
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
物
品
又
は
役
務
の
相
互
の
提
供
に

関
す
る
日
本
国
政
府
と
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
政
府
と
の
間
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

附
則
第
十
条
の
二
の
二
第
十
一
項
に
二
号
を
加
え
る
改
正
規
定
（
同
項
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
次
条
第



三
頁

二
項
の
規
定

日
本
国
の
自
衛
隊
と
カ
ナ
ダ
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
物
品
又
は
役
務
の
相
互
の
提
供
に
関
す
る
日
本
国
政

府
と
カ
ナ
ダ
政
府
と
の
間
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日

二

附
則
第
十
条
の
二
の
二
第
八
項
、
第
十
二
条
の
四
第
四
項
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
及
び
第
五
項
、
第
十
五
条
第
二
項
か

ら
第
五
項
ま
で
並
び
に
第
三
十
三
条
第
四
項
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
及
び
第
五
項
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
三
条
か
ら

第
十
二
条
ま
で
の
規
定

公
布
の
日

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
令
（
次
項
に
お
い
て
「
新
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
条
の
二
の
二
第

十
一
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
以
後
の
軽
油
の
譲
渡
に
対
し
て
課
す
べ
き

軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２

新
令
附
則
第
十
条
の
二
の
二
第
十
一
項
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の

施
行
の
日
以
後
の
軽
油
の
譲
渡
に
対
し
て
課
す
べ
き
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正



四
頁

す
る
。

附
則
第
一
条
中
「
平
成
三
十
一
年
十
月
一
日
」
を
「
令
和
元
年
十
月
一
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
四
条
第
一
項
中
「
平
成
三
十
一
年
九
月
」
を
「
令
和
元
年
九
月
」
に
改
め
、
同
項
の
表
中
「
三
十
一
年
旧
地
方
税

法
」
を
「
元
年
旧
地
方
税
法
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
平
成
三
十
一
年
九
月
か
ら
」
を
「
令
和
元
年
九
月
か
ら
」
に
改

め
、
同
項
の
表
第
三
十
五
条
の
十
七
第
一
項
の
項
中
「
平
成
三
十
一
年
九
月
」
を
「
令
和
元
年
九
月
」
に
、
「
三
十
一
年
旧

地
方
税
法
」
を
「
元
年
旧
地
方
税
法
」
に
、
「
平
成
三
十
一
年
十
月
」
を
「
令
和
元
年
十
月
」
に
改
め
、
同
表
第
三
十
五
条

の
十
七
第
二
項
の
項
中
「
平
成
三
十
一
年
六
月
」
を
「
令
和
元
年
六
月
」
に
、
「
三
十
一
年
旧
地
方
税
法
」
を
「
元
年
旧
地

方
税
法
」
に
、
「
平
成
三
十
二
年
二
月
」
を
「
令
和
二
年
二
月
」
に
改
め
、
同
表
附
則
第
六
条
の
十
一
第
一
項
の
項
中
「
平

成
三
十
一
年
九
月
」
を
「
令
和
元
年
九
月
」
に
、
「
三
十
一
年
旧
地
方
税
法
」
を
「
元
年
旧
地
方
税
法
」
に
改
め
、
同
表
附

則
第
六
条
の
十
一
第
二
項
の
項
中
「
平
成
三
十
一
年
六
月
」
を
「
令
和
元
年
六
月
」
に
、
「
三
十
一
年
旧
地
方
税
法
」
を
「

元
年
旧
地
方
税
法
」
に
、
「
平
成
三
十
二
年
二
月
」
を
「
令
和
二
年
二
月
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
平
成
三
十
一
年
九

月
か
ら
」
を
「
令
和
元
年
九
月
か
ら
」
に
改
め
、
同
項
の
表
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
新
令
第

三
十
五
条
の
十
七
第
一
項
の
項
中
「
平
成
三
十
一
年
九
月
」
を
「
令
和
元
年
九
月
」
に
、
「
三
十
一
年
旧
地
方
税
法
」
を
「



五
頁

元
年
旧
地
方
税
法
」
に
、
「
平
成
三
十
一
年
十
月
」
を
「
令
和
元
年
十
月
」
に
改
め
、
同
表
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
新
令
第
三
十
五
条
の
十
七
第
二
項
の
項
中
「
平
成
三
十
一
年
六
月
」
を
「
令
和
元
年
六
月
」
に
、
「

三
十
一
年
旧
地
方
税
法
」
を
「
元
年
旧
地
方
税
法
」
に
、
「
平
成
三
十
二
年
二
月
」
を
「
令
和
二
年
二
月
」
に
改
め
、
同
表

第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
新
令
附
則
第
六
条
の
十
一
第
一
項
の
項
中
「
平
成
三
十
一
年
九
月
」

を
「
令
和
元
年
九
月
」
に
、
「
三
十
一
年
旧
地
方
税
法
」
を
「
元
年
旧
地
方
税
法
」
に
改
め
、
同
表
第
一
項
後
段
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
新
令
附
則
第
六
条
の
十
一
第
二
項
の
項
中
「
平
成
三
十
一
年
六
月
」
を
「
令
和
元
年
六
月
」

に
、
「
三
十
一
年
旧
地
方
税
法
」
を
「
元
年
旧
地
方
税
法
」
に
、
「
平
成
三
十
二
年
二
月
」
を
「
令
和
二
年
二
月
」
に
改
め

、
同
条
第
四
項
中
「
平
成
三
十
一
年
十
二
月
か
ら
平
成
三
十
二
年
二
月
ま
で
」
を
「
令
和
元
年
十
二
月
か
ら
令
和
二
年
二
月

ま
で
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
条
の
表
附
則
第
六
条
の
十
三
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
三
十
五
条
の
十
九
第
一
項
の
項
、
附

則
第
六
条
の
十
三
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
三
十
五
条
の
十
九
第
二
項
の
項
、
附
則
第
六
条
の
十
四
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
三
十
五
条
の
二
十
一
第
一
項
の
表
の
項
及
び
附
則
第
六
条
の
十
四
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
三
十
五
条
の
二
十
一
第
二
項
の
表
の
項
中
「
三
十
一
年
旧
地
方
税
法
」
を
「
元
年
旧
地
方
税
法
」



六
頁

に
改
め
る
。

附
則
第
六
条
第
一
項
中
「
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
」
に
改
め
る
。

附
則
第
八
条
中
「
平
成
三
十
一
年
度
」
を
「
令
和
元
年
度
」
に
改
め
る
。

（
地
方
税
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

地
方
税
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
百
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

附
則
第
四
条
第
四
項
及
び
第
六
条
第
四
項
中
「
平
成
三
十
一
年
十
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
元
年
十
月
三
十
一
日
」
に
改

め
る
。

（
地
方
税
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
政
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

地
方
税
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
政
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
百
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。



七
頁

附
則
第
一
条
第
四
号
の
三
中
「
平
成
三
十
一
年
十
月
一
日
」
を
「
令
和
元
年
十
月
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
の
四
中

「
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
」
を
「
令
和
二
年
四
月
一
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
七
条
第
五
項
中
「
平
成
三
十
二
年
度
」
を
「
令
和
二
年
度
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
四
条
第
一
項
中
「
平
成
三
十
二
年
度
」
を
「
令
和
二
年
度
」
に
、
「
平
成
三
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
三
十

二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「

平
成
三
十
三
年
度
」
を
「
令
和
三
年
度
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
平
成
三
十
四
年
度
」
を
「
令
和
四
年
度
」
に
改
め
る
。

（
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
三
百
六
十
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
一
条
た
だ
し
書
中
「
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
」
を
「
令
和
二
年
四
月
一
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
条
中
「
平
成
三
十
二
年
度
」
を
「
令
和
二
年
度
」
に
、
「
平
成
三
十
一
年
度
」
を
「
令
和
元
年
度
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
条
中
「
平
成
三
十
二
年
度
分
」
を
「
令
和
二
年
度
分
」
に
、
「
平
成
三
十
一
年
度
分
」
を
「
令
和
元
年
度
分
」

に
改
め
る
。



八
頁

（
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
九
年
政
令
第
百
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。附

則
第
十
二
条
中
「
平
成
三
十
一
年
度
」
を
「
令
和
元
年
度
」
に
改
め
る
。

第
八
条

地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
九
年
政
令
第
二
百
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

附
則
第
一
条
第
三
号
中
「
平
成
三
十
二
年
一
月
一
日
」
を
「
令
和
二
年
一
月
一
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
条
第
六
項
及
び
第
七
項
中
「
平
成
三
十
五
年
三
月
」
を
「
令
和
五
年
三
月
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
平
成

三
十
二
年
度
」
を
「
令
和
二
年
度
」
に
、
「
平
成
三
十
一
年
度
分
」
を
「
令
和
元
年
度
分
」
に
改
め
る
。

（
地
方
税
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
九
条

地
方
税
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
三
十
年
政
令
第
百
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

附
則
第
八
条
第
三
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
中
「
平
成
三
十
一
年
度
」
を
「
令
和
元
年
度
」
に
改
め
る
。



九
頁

（
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
十
条

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
三
十
年

政
令
第
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
一
条
第
一
号
中
「
平
成
三
十
一
年
十
月
一
日
」
を
「
令
和
元
年
十
月
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
平
成
三

十
二
年
一
月
一
日
」
を
「
令
和
二
年
一
月
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
加
え
る
改
正
規
定
」
の
下
に
「
並
び
に
第
九

条
中
地
方
税
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
政
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
百
三
十
三
号
）
附
則
第
十
六
条
の
規
定

に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
令
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫

定
措
置
法
施
行
令
第
五
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
改
正
規
定
」
を
加
え
、
「
及
び
第
九
条
（
地
方
税
法
施
行
令
等
の
一
部
を

改
正
す
る
等
の
政
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
百
三
十
三
号
）
附
則
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も

の
と
さ
れ
た
同
令
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
施
行
令
第
五
条
第
一
項
及

び
第
三
項
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
「
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
」
を
「
令
和
二
年
四
月
一
日
」
に
改
め
、
同

条
第
四
号
中
「
平
成
三
十
二
年
十
月
一
日
」
を
「
令
和
二
年
十
月
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
平
成
三
十
三
年
一
月

一
日
」
を
「
令
和
三
年
一
月
一
日
」
に
改
め
る
。



一
〇
頁

附
則
第
二
条
中
「
平
成
三
十
三
年
度
」
を
「
令
和
三
年
度
」
に
、
「
平
成
三
十
二
年
度
分
」
を
「
令
和
二
年
度
分
」
に
改

め
る
。

附
則
第
四
条
中
「
平
成
三
十
二
年
十
一
月
二
日
」
を
「
令
和
二
年
十
一
月
二
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
条
中
「
平
成
三
十
三
年
度
」
を
「
令
和
三
年
度
」
に
、
「
平
成
三
十
二
年
度
分
」
を
「
令
和
二
年
度
分
」
に
改

め
る
。

附
則
第
六
条
中
「
平
成
三
十
二
年
十
一
月
二
日
」
を
「
令
和
二
年
十
一
月
二
日
」
に
改
め
る
。

（
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
三
十
年
政
令
第
百
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

附
則
第
一
項
中
「
平
成
三
十
四
年
十
月
一
日
」
を
「
令
和
四
年
十
月
一
日
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
平
成
三
十
三

年
十
月
一
日
」
を
「
令
和
三
年
十
月
一
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
平
成
三
十
三
年
十
一
月
一
日
」
を
「
令
和
三
年
十
一
月
一
日
」
に
改
め
る
。

（
地
方
税
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）



一
一
頁

第
十
二
条

地
方
税
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
三
十
一
年
政
令
第
八
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

附
則
第
一
条
第
一
号
中
「
平
成
三
十
一
年
六
月
一
日
」
を
「
令
和
元
年
六
月
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
平
成
三

十
一
年
十
月
一
日
」
を
「
令
和
元
年
十
月
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
平
成
三
十
二
年
一
月
一
日
」
を
「
令
和
二
年

一
月
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
」
を
「
令
和
二
年
四
月
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号

中
「
平
成
三
十
三
年
一
月
一
日
」
を
「
令
和
三
年
一
月
一
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
条
中
「
平
成
三
十
二
年
度
分
」
を
「
令
和
二
年
度
分
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
条
第
一
項
中
「
平
成
三
十
二
年
度
」
を
「
令
和
二
年
度
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
平
成
三
十
三
年
度
」
を

「
令
和
三
年
度
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
平
成
三
十
四
年
度
」
を
「
令
和
四
年
度
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
条
第
一
項
中
「
平
成
三
十
一
年
度
」
を
「
令
和
元
年
度
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
平
成
三
十
二
年
度
及
び

平
成
三
十
三
年
度
」
を
「
令
和
二
年
度
及
び
令
和
三
年
度
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
平
成
三
十
四
年
度
」
を
「
令
和
四

年
度
」
に
改
め
る
。

附
則
第
六
条
中
「
平
成
三
十
二
年
度
分
」
を
「
令
和
二
年
度
分
」
に
改
め
る
。



一
二
頁

附
則
第
七
条
中
「
平
成
三
十
一
年
度
」
を
「
令
和
元
年
度
」
に
改
め
る
。

附
則
第
九
条
第
二
項
中
「
平
成
三
十
一
年
九
月
三
十
日
」
を
「
令
和
元
年
九
月
三
十
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
条
第
一
項
中
「
平
成
三
十
一
年
度
」
を
「
令
和
元
年
度
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
平
成
三
十
一
年
度
か
ら

平
成
四
十
六
年
度
ま
で
」
を
「
令
和
元
年
度
か
ら
令
和
十
六
年
度
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
の
表
平
成
三
十
一
年
度
か
ら
平
成

三
十
三
年
度
ま
で
の
項
中
「
平
成
三
十
一
年
度
か
ら
平
成
三
十
三
年
度
ま
で
」
を
「
令
和
元
年
度
か
ら
令
和
三
年
度
ま
で
」

に
改
め
、
同
表
平
成
三
十
四
年
度
か
ら
平
成
四
十
五
年
度
ま
で
の
項
中
「
平
成
三
十
四
年
度
か
ら
平
成
四
十
五
年
度
ま
で
」

を
「
令
和
四
年
度
か
ら
令
和
十
五
年
度
ま
で
」
に
改
め
、
同
表
平
成
四
十
六
年
度
の
項
中
「
平
成
四
十
六
年
度
」
を
「
令
和

十
六
年
度
」
に
改
め
る
。



一
三
頁

理

由

日
本
国
の
自
衛
隊
と
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
の
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
物
品
又
は
役
務
の
相
互
の
提
供
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と

フ
ラ
ン
ス
共
和
国
政
府
と
の
間
の
協
定
及
び
日
本
国
の
自
衛
隊
と
カ
ナ
ダ
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
物
品
又
は
役
務
の
相
互
の
提

供
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
カ
ナ
ダ
政
府
と
の
間
の
協
定
の
締
結
に
伴
い
、
自
衛
隊
の
船
舶
の
使
用
者
が
我
が
国
以
外
の
国
の

軍
隊
の
船
舶
の
動
力
源
に
供
す
る
た
め
軽
油
を
譲
渡
す
る
場
合
に
お
け
る
軽
油
引
取
税
の
課
税
免
除
の
特
例
の
対
象
と
な
る
物

品
又
は
役
務
の
相
互
の
提
供
に
関
す
る
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
協
定
を
追
加
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
か

ら
で
あ
る
。


